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下松市都市空間情報デジタル基盤構築業務委託特記仕様書 

 

 

第1章    総    則 

 

第1条 （適用範囲） 

本特記仕様書（以下「仕様書」という。）は、下松市（以下「発注者」という。）が委託す

る、下松市都市空間情報デジタル基盤構築業務（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

第2条 （目的） 

本業務は、国土交通省が取り組む「Project PLATEAU」に参画し、下松市の様々な都市活動

データや施設情報等を統合する情報基盤として国土交通省が策定する標準仕様に準拠した３Ｄ都

市モデルを整備することで、まちづくりのデジタル・トランスフォーメーションを実現すること

を目的とする。 また、整備した３Ｄ都市モデルを活用して、まちづくりの施策立案の高度化、

効率的・効果的な合意形成を図るため、まちづくりシミュレーションツール開発（ユースケース

開発）を行うことを目的とする。 

 

第3条 （準拠法令等） 

本業務は、本仕様書によるほか、業務発注時点における最新の以下の関係法令等に基づき実施

するものとする。なお、業務発注後に改定があった場合等の対応は、発注者と受注者が協議する

ものとする。 

(1) 測量法（昭和 24 年法律第 188 号） 

(2) 測量法施行令（昭和 24 年政令法律第 322 号） 

(3) 測量法施行規則（昭和 24 年建設省令第 16 号） 

(4) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

(5) 都市計画法施行令（昭和 44 年政令第 158 号） 

(6) 都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号） 

(7) 地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年法律第 63 号） 

(8) 地理情報標準プロファイル（JPGIS）2014 

(9) 測量法第 34 条で定める作業規程の準則（国土地理院） 

(10)  山口県公共測量作業規程 

(11)  ３Ｄ都市モデル標準製品仕様書  

(12)  ３Ｄ都市モデル標準作業手順書  

(13)  ３Ｄ都市モデルの導入ガイダンス  

(14)  ３Ｄ都市モデル整備のための測量マニュアル  

(15)  ３Ｄ都市モデルを活用した災害リスク情報の可視化マニュアル  

(16)  その他関係法令等  

 

第4条 （疑義） 

受注者は、本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとす



 

る。 

 

第5条 （提出書類） 

受注者は、契約締結後に、速やかに発注者に以下の書類を提出しなければならない。また、以

下の書類の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度発注者に変更した書類を提

出しなければならない。 

(1) 工程表 

(2) 主任技術者等通知書（経歴書・資格証の写し、直接雇用を証明する書類） 

(3) 業務計画書 

(4) その他、発注者が必要と認める書類 

 

第6条 （秘密の保持及び情報セキュリティ） 

受注者は、本業務の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契

約が終了又は解除された後においても同様とする。 

業務上必要となる個人情報の取扱いについては、関係法令を遵守するものとする。また、この

契約が終了又は解除された後においても同様とする。 

 

第7条 （配置予定技術者） 

本業務を担当する配置予定技術者は、以下の技術者区分ごとの資格要件と実績要件を満たす者

とする。なお、配置予定技術者は、受注者と直接かつ恒常的な雇用契約を結んでいなければなら

ない。 

配置予定技術者の要件 

技術者区分 資格要件 実績要件（過去 5 年以内） 

主任技術者 以下いずれかの資格を保有する者 

・空間情報総括監理技術者 

・地理情報標準認定資格（上級） 

3D 都市モデルに関連する業務

（構築・活用・仕様検討等）、

都市計画基本図作成業務 

照査技術者 以下いずれかの資格を保有する者 

・空間情報総括監理技術者 

・地理情報標準認定資格（上級） 

・技術士建設部門（都市及び地方計画） 

3D 都市モデルに関連する業務

（構築・活用・仕様検討等） 

担当技術者 測量士 3D 都市モデルに関連する業務

（構築・活用・仕様検討等）、

都市計画基本図作成業務 

 

第8条 （打合せ等） 

受注者は、本業務期間中、発注者と常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義をただ

すものとし、その内容については、その都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確

認しなければならない。 

 



 

第9条 （成果品の帰属） 

本業務の成果品については、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく複

製、貸与、流用及び廃棄してはならない。また、受注者が成果品に関する著作権等を有する場合

においても、発注者及び発注者指定の物に対してこれを行使しないものとする。 

 

第10条  （著作権） 

本業務により作成された成果品の著作権は、発注者に帰属するものとする。ただし、受託者が

本業務以前から保有するソフトウェア及びプラグインの著作権は受託者に帰属する。 

 

第11条  （損害賠償） 

受注者は、本業務遂行中に発注者及び第三者に損害を与えた場合は、発生原因、経過、被害等

の状況を発注者に速やかに報告し、受注者の責任において処理解決するものとし、これにかかる

費用はすべて受注者の負担とする。 

 

第12条  （不備訂正） 

受注者は、本業務において不備が生じた場合は直ちに訂正し、また、納品後に仕様書及び関係

規程等に反した作業が行われたと認められた場合、受注者の故意又は過失により不適格な成果品

が発見された場合には、再度作業を行い訂正するものとし、これにかかる費用はすべて受注者の

負担とする。 

 

第13条  （瑕疵担保） 

受託者は、業務完了後に過失又は瑕疵に起因する不良箇所が発見された場合、発注者の指示す

る修正、補正その他必要な作業を受託者の負担において行うものとする。 

 

第14条  （品質確保） 

受注者は、本業務における成果品の品質を確保するため、ISO 9001 に準拠した品質マネジメ

ントシステムを構築するとともに、本業務の各工程において品質マネジメントシステムに基づく

照査を行って成果品の品質を確保するものとする。 

なお、受注者は、業務完了後であっても、成果品に誤り等が発見された場合、速やかに発注者

に報告し、自らの責任でこれを修正しなければならない。 

 

第15条  （情報保護） 

本業務では、発注者の情報資産を取り扱うことから、受注者は、ISO／IEC 27001（ISMS）及

び JIS Q15001（PMS）に準拠した情報セキュリティマネジメントシステムを構築した上で業務

を実施するものとする。また、受注者は、貸与資料及び成果品に含まれる個人情報の取り扱いに

際して、情報セキュリティマネジメントシステムに基づき、情報漏洩等がないよう対策を講じる

ものとする。 

 

第16条  （関係官公庁への手続き） 

受注者は、発注者が行う本業務の実施に必要となる以下の公共測量その他の関係官公庁への申

請等の諸手続きの際に補助を行うものとする。 

(1) 公共測量作業規程の承認申請書又は変更承認申請書（測量法第 33 条） 



 

(2) 公共測量実施計画書（測量法第 36 条） 

(3) 測量標・測量成果の使用承認申請書（測量法第 26･30 条） 

(4) その他必要な手続き 

 

第17条  （再委託） 

受託者がやむを得ず第三者に再委託を行う場合は、事前に理由、内容、再委託先等を書面に

記載のうえ、発注者に申請し承諾されなければこれを行うことはできない。ただし、一括して再

委託することは禁止する。再委託に係る全ての責任は受託者が負うものとする。 

 

第18条  （貸与資料） 

発注者は、受注者に以下の資料を貸与するものとする。その場合受注者は、発注者に借用書を

提出するものとし、資料等の取扱い及び保管にあたっては、損傷、紛失等のないよう十分注意す

るとともに、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。また、発注者が返却

を求めたときは、速やかに返却しなければならない。 

(1) 航空写真測量成果（令和４年度） 

(2) 数値地形図データ（都市計画基本図 令和２年度）（DM 形式・地図情報レベル 2500） 

(3) 都市計画決定図書（都市計画用途地域、地区計画図等） 

(4) 都市計画決定情報データ（シェープファイル） 

(5) 都市計画基礎調査データ（シェープファイル） 

(6) 浸水想定区域、土砂災害警戒区域データ（シェープファイル） 

(7) その他、発注者が認める資料・データ 

 

第19条  （業務カルテ作成・登録） 

受注者は、調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）入力システムに基づく業務カルテを作

成し、発注者の確認を受けた後にオンラインで提出しなければならない。また、登録後は（一

財）日本建設情報総合センター発行の登録内容確認書を発注者に提出しなければならない。な

お、業務カルテの提出期限は以下のとおりとする。 

(1) 受注時登録データ：土・日曜日及び祝日等を除き、契約締結後 10 日以内 

(2) 完了時登録データ：土・日曜日及び祝日等を除き、業務完了後 10 日以内 

(3) 変更時登録データ：登録データの変更のあった日から土・日曜日及び祝日等を除き、10

日以内 

 

第20条  （条件変更等）  

受注者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が

生じたと判断した場合、速やかに発注者にその旨を通知し、本仕様書の変更について、協議する

ことができる。 

 

第21条  （履行期間の変更 ）  

受注者は、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した

業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 

 



 

第22条  （納入期限及び納入場所）  

本業務の納入期限及び納入場所は以下のとおりとし、検査期間を含むものとする。  

(1) 納入期限 令和９年３月３１日  

(2) 納入場所 下松市建設部市街地整備課  

 

第23条  （検査） 

受注者は、本業務における成果品について発注者の検査を受けなければならない。また、発注

者は、成果品の検査の結果、仕様書又は協議にて決定・変更した事項（協議簿に記載する）等と

の相違があると認めた場合には、期日を定めて受注者に成果品を再提出させることができる。こ

の場合において再提出に要する費用は受注者の負担とする。 

 

 

第2章   業 務 概 要 

 

第24条  （作業概要） 

本業務における作業概要は、次のとおりとする。 

 

No. 作業名 数量 備考 

1 第 3 章 3D 都市モデル整備   

拡張製品仕様書作成 一式  

3D 都市モデル作成 一式  

オープンデータ作成 一式  

メタデータ作成 一式  

関連データセット作成 一式  

PLATEAU VIEW、G 空間情報センター 
等への搭載調整 

一式  

2 第 4 章 ユースケース開発   

まちづくりシミュレーションツール 一式  

3 第 5 章 成果品とりまとめ   

データセット等のとりまとめ 一式  

業務報告書の作成 一式  

 

 

第3章   ３D 都市モデル整備 

 

第25条  （定義する地物とＬＯＤ） 

整備する３Ｄ都市モデルに含むべき地物とそのＬＯＤ（Level Of Detail）は、次のとおりとす

る。 

 

No. 地物 LOD0 LOD1 LOD2 LOD3 LOD4 備考 

1 建築物  ○ ○    

2 交通（道路）  ○     

3 交通（徒歩道）       

4 交通（広場）       



 

5 交通（鉄道）       

6 交通（航路）       

7 都市計画決定情報  ○     

8 土地利用  ○     

9 災害リスク  ○     

10 都市設備       

11 植生       

12 水部       

13 地形  ○     

14 橋梁       

15 トンネル       

16 その他構造物       

17 地下街       

18 地下埋設物       

19 その他の区域       

○：３Ｄ 都市モデルに含むべき地物と LOD 

 

第26条  （拡張製品仕様書作成） 

発注者が実施するユースケースの実現のために必要となる地物型、LOD 及び属性情報を整理

し、本市版の ３Ｄ都市モデル製品仕様書（以下、「拡張製品仕様書」という。）を作成するも

のとする。 

 

第27条  （３Ｄ都市モデル作成） 

第 25 条で作成した拡張製品仕様書に適合する３Ｄ都市モデルの作成を行うものとする。な

お、過年度整備済の３Ｄ都市モデルが存在する場合、これを新たに整備する３Ｄ都市モデルが準

拠する３Ｄ都市モデル標準製品仕様書と同じ版に準拠するようバージョンアップしたうえで、新

たに整備する３Ｄ都市モデルと統合し、一式のデータセットとなるように整理するものとする。 

３Ｄ都市モデルの作成手順は、３Ｄ都市モデル標準作業手順書に従い、以下に示す工程を含む

ものとする。 

（１）作成制限施設の確認 

（２）作成計画の立案 

（３）原典資料の収集 

（４）データ作成と品質評価 

 

第28条  （作成対象・数量） 

作成する 3D 都市モデルの対象・数量は、以下のとおりとする。 

No. 地物  数量（上段：範囲・対象  

下段：面積、延長、又は個数） 

LOD0 LOD1 LOD2 LOD3 LOD4 



 

1 建築物  別紙① 別紙②   

 約 18.4km2 約 16 棟   

2 交通（道路）  別紙①    

 約 18.4km2    

3 交通（徒歩道）      

     

4 交通（広場）      

     

5 交通（鉄道）      

     

6 交通（航路）      

     

7 都市計画決定情報  別紙①    

 １項目 

約 18.4km2 

   

8 土地利用  別紙①    

 約 18.4km2    

9 災害リスク  別紙①    

 ２項目 

約 18.4km2 

   

10 都市設備      

     

11 植生      

     

12 水部      

     

13 地形  別紙①    

 約 18.4km2    

14 橋梁      

15 トンネル      

     

16 その他の構造物      

     

17 地下街      

     

18 地下埋設物      

     

19 その他の区域      

     



 

      

第29条  （オープンデータ作成） 

オープンデータ用の３Ｄ都市モデルを作成するものとする 。 

オープンデータ用の３Ｄ都市モデルは、第 27 条で作成した３Ｄ都市モデルを加工して作成す

るものとし、当該３Ｄ 都市モデルに含まれるすべての地物型を含むものとする。 

なお、地物に付与された属性情報については、発注者と協議し、オープンデータとする項目を

決定するものとする。また、オープンデータ用の 3D 都市モデルに対応した拡張製品仕様書も作

成するものとする。 

 

第30条  （メタデータ作成） 

第 27 条で作成した３Ｄ都市モデル及び第 29 条で作成したオープンデータ用の３Ｄ都市モデル

について、メタデータを作成するものとする 。 

メタデータの仕様は、第 26 条で作成した拡張製品仕様書に従うものとし、メタデータに記載

する内容は、３Ｄ都市モデル標準作業手順書に従うものとする 。 

 

第31条  （関連データセット作成） 

関連データセット（避難施設、公園、行政界、ランドマーク、鉄道駅、鉄道、緊急輸送道路

等）を作成するものとする。関連データセットの仕様、作成方法については、国土交通省が提示

するものに従うものとする 。 

 

第32条  （PLATEAU VIEW、G空間情報センター等への搭載調整） 

オープンデータに係るデータセット、関連データセット、その他関連ドキュメント、説明文等

を PLATEAU CMS にアップロードし、PLATEAU VIEW 及び G 空間情報センター等に搭載、公

開するための調整を行うものとする。 

 

 

第4章   ユースケース開発 

 

第33条  （まちづくりシミュレーションツールの開発） 

 第３章で整備した３Ｄ都市モデルを活用した、まちづくりの施策立案の高度化、効率的・効果

的な合意形成を図るためのまちづくりシミュレーションツールの開発を行うものとする。 

 

第34条  （市内部活用ツール及びユースケース活用ツールへのデータ搭載） 

 都市の様々なデータを統合・管理・公開できるオープンソースのデータプラットフォームとし

て以下の機能を有するツールを提供すること。本業務で作成したデータをセットするものし、利

用期間は契約日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。 

 Web データプラットフォームは次の 2 つのサービスを利用できるものとする。 

 どちらも Web ブラウザ上で操作できるものとする。 

(1) GIS 

(2) ヘッドレス CMS 

 



 

第35条  （ＷｅｂＧＩＳ要件） 

前条の搭載に先立ち、市内部でユースケースに活用し、また KPI を測定することも踏まえて、

以下の機能を有した Web データプラットフォームツールを提供するものとする。 

(1) プラグインによる機能拡張性を有すること 

(2) データコンテンツ管理機能を有すること 

(3) 編集画面で UI 上から PLATEAU データを呼び出し、GIS 上に可視化できる機能を有する

こと 

(4) GIS 上に追加したデータのスタイルを UI 上で変更できる機能を有すること 

(5) Google Photorealistic 3Dtiles を UI から GIS へ追加し可視化できる機能を有すること 

(6) ページ単位でレイヤーを制御し、文章や動画、音声データと共にスクロール形式でナラテ

ィブなストーリーを作成できる機能を有すること 

(7) ファビコンを設定できること 

(8) Basic 認証による公開範囲の制限機能を有すること 

(9) API を通じてコンテンツを配信する機能を有すること 

(10) 以下のデータ形式に対応していること 

 ア CSV 

イ 3D タイル 

ウ GeoJSON 

エ WMS 

オ ベクトルタイル 

カ CZML 

キ KML 

ツールには、前条と同様に作成したデータをセットするものとする。 

活用は、ユースケースでの活用を踏まえた、必要セットを準備するものとし、利用期間は契

約日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。 

本ツールにおける編集可能な権限を有するライセンスは２名分とする。 

 

第36条  （ＷｅｂＧＩＳ動作環境） 

Web データプラットフォームについては、下記環境で動作するものとする。 

インターネットブラウザ上で動作する Web アプリケーション（SPA：シングルページアプリ

ケーション）とする。利用者側へのソフトウェアのインストールは不要とする。 

(1) インターネット接続 

項目 要件 

接続形態 常時インターネット接続が必要（オフライン環境は非対応） 

回線速度 
ダウンロード 50 Mbps 以上（3D 都市モデル等の大容量データを利用する場

合） 

 

(2) 推奨 Web ブラウザ 

ブラウザ 対応バージョン 

Google Chrome バージョン 58 以降 



 

Mozilla Firefox バージョン 57 以降 

Safari バージョン 11 以降 

Microsoft Edge（Chromium 版） Chromium 版に対応 

 

(3) 対応 OS 

OS 対応バージョン 

Windows Windows 10 以降 

macOS macOS 10.12（Sierra）以降 

Linux 上記推奨ブラウザが動作する環境 

 

第37条  （職員向け操作講習会の実施） 

発注者の職員に対し、WebGIS プラットフォーム及びプラグインの操作方法に関する講習会を 

1 回実施する。 

(1) 対象：最大 20 名まで。発注者と協議の上、人数を決定する。 

(2) 形式：60 分のオンライン講習会 

(3) 内容：WebGIS の基本操作及び 3D モデル配置の実践研修 

(4) 操作マニュアルの作成及び提供 

 

第38条  （WebGIS プラットフォーム用プラグインの開発） 

既存の 3D 都市モデル活用プラグイン（熊谷市ユースケースで開発済みのもの）をベースに、

発注者の道路計画に適した機能拡張及びカスタマイズを行う。具体的には以下の機能を開発する。 

(1) 日照シミュレーション機能（月ごとの時間帯別日照確認） 

(2) 2D 図面データのオーバーレイ表示機能（透過度調整を含む） 

(3) 3D モデルを追加・登録する。 

ア ポール（白・茶） 

イ 横断防止柵 

ウ 車道（幅員 4m〜9m） 

エ 歩道（幅員 2.5m / 3.5m） 

オ インターロッキング 

カ トイレ 

キ キッチンカー 

ク 全天候型大屋根付き広場 

ケ 土管（3 本セット） 

コ ハンモック 

   3D モデルの追加は CMS（コンテンツ管理システム）のアセットアップロード機能を利用

し、データベースに URL を登録する方式とする。モデルの原データは発注者が購入又はス

キャンにより用意する。受託者は、発注者が用意した原データを GLB 形式に変換し、CMS

に登録するものとする。 

 



 

 

第5章   成 果 品 とりまとめ 

 

第39条  （データセット等のとりまとめ） 

第 26 条から第 30 条までで作成した３Ｄ 都市モデル、オープンデータ用の 3D 都市モデル、各

メタデータ及び各拡張製品仕様書を、３Ｄ都市モデル標準作業手順書に従い、取りまとめるもの

とする。また、第 31 条で作成した関連データセットを取りまとめるものとする。 

 

第40条  （業務報告書の作成） 

３Ｄ都市モデル作成に収集・取得したデータ、拡張製品仕様書の決定にあたり想定したユース

ケース、作成方法及び手順、品質評価方法及び品質評価結果等を取りまとめた業務報告書を作成

するものとする。 

 

 

第6章   成 果 品 

 

第41条  （成果品） 

本業務における納入成果品は以下のとおりとし、業務に係る全ての電子データは外付け HDD 

等に格納し、納品するものとする。 

受注者は、業務完了時に発注者の成果品検査を受けなければならない。成果品検査において

発注者の定める品質の基準に適合しないものは、成果品として認められない。また、成果品にお

いて不合格となった箇所は受託者の責任において修正を行うものとする。 

 以上のほか、本業務を円滑に遂行するために、業務着手時、中間、成果品納入時に必要な回数

の打合せを実施するものとする。また、打合せ結果を議事録としてとりまとめ、発注者に提出す

るものとする。 

成果品一覧 

No. 成果品 数

量 

単位 備 考 

1 ３Ｄ都市モデル関連 1 式  

  ３Ｄ都市モデル 1 式  

  コードリスト 1 式  

  XMLSchema 1 式  

  拡張製品仕様書 1 式  

  メタデータ 1 式  

  索引図 1 式  

2 オープンデータ用 3D 都市モデル関連 1 式  

  オープンデータ用 3D 都市モデル 1 式  

  コードリスト 1 式  



 

  XMLSchema 1 式  

  拡張製品仕様書 1 式  

  メタデータ 1 式  

  索引図 1 式  

3 関連データセット １ 式  

4 打合せ記録簿 1 式 ユースケース含む 

5 業務報告書 1 式 ユースケース含む 

6 その他受注者発注者協議の上必要とする資料 1 式  

7 ユースケース活用ツール（WEBGIS） １ 式  

8 プラグインを使用した公開プロジェクト １ 式  

9 操作マニュアル １ 式  

10 その他受注者発注者協議の上必要とする資料 1 式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 ３Ｄ都市モデル作成範囲を示す地図等（第 28 条記載の作成対照表に対応し作成） 

別紙①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙② 

LOD2 作成範囲 

（下松駅周辺） 

下松市市街化区域（約 18.4km2） 

災害リスク作成対象：洪水浸水想定区域 

          高潮浸水想定区域 


